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員会が１９９８年に指摘した懸念事項に対する取り組みは未だに行われていない。
セーフガードは、自由権規約第 6条第 6項に示された最終目標である死刑廃止が実
現されるまでの間、死刑を適用しようとするすべての国において適用されねばなら
ない、法律上の最低限度の義務を規定したものなのである。 
 
 2007年、国連拷問禁止委員会は「とりわけ、未決拘禁に対する効果的な司法的統
制の欠如と、無罪判決に対して、有罪判決の数が非常に極端に多いことに照らし、
刑事裁判における自白に基づいた有罪の数の多さ」に深刻な懸念を表明した。委員
会はまた、「警察拘禁中の被拘禁者に対する適切な取調べの実施を裏付ける手段が
ないこと、とりわけ取調べ持続時間に対する厳格な制限がなく、すべての取調べに
おいて弁護人の立会いが必要的とされていないこと」にも懸念を示した。 
 
 拷問禁止委員会は、被拘禁者の取調べをビデオ録画及びその他の記録手段によっ
て「組織的に監視」するよう勧告した。さらに委員会は、被疑者が取調べの最中に
弁護人とアクセスできるようにすることをも勧告している74。これらの勧告は、2008
年に規約人権委員会によっても繰り返され、さらに同委員会は、日本政府は「刑事
捜査における警察の役割は、真実を確定することではなく、裁判のために証拠を収
集することであることを認識し、被疑者による黙秘は有罪の根拠とされないことを
確保し、裁判所に対して、警察における取調べ中になされた自白よりも現代的な科
学的な証拠に依拠することを奨励する」べきである75 と勧告した。 
 規約人権委員会と拷問禁止委員会はともに、代用監獄制度が無罪の推定、黙秘権、
防御権、自己を有罪に陥れあるいは有罪の自白をするよう強要されない権利、そし
て拷問又はその他の虐待を受けない権利といった、公正な裁判の基準に違反するも
のであるという懸念を示している。 
 
 これらの懸念事項への対処がなされない限り、日本は条約上の義務だけでなく、
国際法上の一般的に拘束力ある原則にも、違反し続けることになる。すべての事件
においてセーフガードが守られるよう確保するためには、日本の死刑に関して国際
的な監視機関が下した勧告や決定が、実施される必要がある。 
  
 日本の司法は、死刑廃止までの間、国内法が死刑を制限する人権基準と合致する
ように解釈されることを確保するという点において、極めて重要な役割を果たし得
る。例えば、恩赦の手続きは司法審査の対象となるといった、世界の様々な国々で
の国内裁判所の判例法にみられる近年の潮流は、異なる法制度の間での相互依存性
が高まっていることを示している。またそれは、各国の司法が、現代の国際基準に
そぐわない法律を無効化し、死刑事件における公正な裁判と適正手続の保障を、誠
実に尊重しようとする意思の現れでもある。 
 日本では、２００９年の裁判員制度導入に至る数年間の間に、５００件以上の模
擬裁判が行われた。模擬裁判の主な目的は、新しい裁判制度の導入によって起こり
うる問題を予測すること、並びにこの種の抜本的改革に必然的に伴う複雑な事態に
備えることであった。しかしながら、これだけの大規模な準備にもかかわらず、検
察側が死刑を求刑し、模擬裁判体が生か死かの選択を迫られる模擬裁判は 1件もな
かった。このことはすなわち、死刑を、根本的に他とは異なる形態の刑罰であって、
それゆえ特別な準備、手続き、保護を必要とするものであるとはみなさないという、
日本人の傾向を表している。この報告書の第 1部では、日本の死刑政策及び実務が
                                                        
74 前記の注６８参照。 
75日本政府報告書審査における規約人権委員会の総括所見（CCPR/C/JPN/CO/5, 2008年 12月 18日）パ
ラグラフ 19。 
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多くの側面において、自由権規約の下の義務にしたがっていないことを指摘してき
た。あまりに広い死刑相当犯罪の範囲から、事実上の恩赦の機能不全、劣悪な死刑
確定者処遇、上訴を経ずに死刑執行がなされる可能性、そして、有能な弁護人や、
検察が保持する減刑あるいは無罪につながる可能性のある証拠へのアクセスの問題
に至るまで、日本の死刑制度には深刻な欠陥がある76。自由権規約及び死刑に直面す
る者を保護するためのセーフガードの下で日本に求められていることと、国内法が
死刑運用に要求していることとの間には、大きな隔たりがある。この隔たりが解消
され、あるいは大幅に軽減されない限り、日本は「実在する最も深刻な法律問題」77

に関して、国際的に孤立したままであろう。 
 
 
提言 
 
 拘束力ある国際基準と、自由権規約の下での日本の義務に適合した措置をとるた
めには、日本の死刑を規制している刑法及び憲法について以下の改革が実施される
必要がある。 
 

• 殺害の故意を伴わない犯罪を死刑適用の対象から除外する。 
• 代用監獄制度を廃止し、公判前の拘禁に効果的な司法的統制を行う制度を導
入するとともに、その期間を大幅に短縮する。 

• 事実審及び上訴審における手続的保障を強化する。 
• 死刑を言い渡されたすべての者に、再審請求段階を含むすべての段階で法的
援助を提供することを含め、効果的かつ強制的な上訴の権利を与える。 

• 公正かつ機能的な恩赦手続きへの全面的なアクセスを提供する。 
• 再審又は恩赦の請求手続が係属中の事案は、死刑を執行しない。 
• 死刑確定者の拘禁環境及び処遇を改善する。 

 
 これらの措置がとられない限り、かつ、死刑に関する法とその運用が死刑に直面
している者の権利を十分に保護するものでない限り、日本によるこれ以上の国際法
違反を避けるために、すべての死刑の執行が停止されるべきである。 
 
  

                                                        
76 日本の死刑制度の欠陥に関するさらなる分析については、デイビッド・Ｔ・ジョンソン, ”Progress and 
Problems in Japanese Capital Punishment” (Roger Hood 及び Surya Deva編 ‘Confronting Capital Punishment in 
Asia: Human Rights, Politics, Public Opinion and Practices (Oxford University Press, 2013（近刊）) を参照。 
 
77 Scott Turow, Ultimate Punishment: A Lawyer’s Reflections on Dealing with the Death Penalty (New York: 
Farrar, Straus and Giroux, 2003), p.11. 
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序論  
 
 第 2 部では、死刑制度に関する日本国民の態度に関する既存の調査結果に関して、
そのまま額面通りに受け取ることができないことを示す。この結論は、主に 2つの
分析に基づいている。第 1に、死刑制度に関する世論を調査している内閣府による
調査（「基本的法制度に関する世論調査」など、以下では「内閣府世論調査」）の
調査の質を精査し、その結果としてそれらの調査には重大な欠陥があることを明ら
かにする。第 2に、内閣府世論調査に関する問題点と当該調査から引き出された結
論に関する疑問点を明らかにするために、国民の世論に関して著者が独自で行った
世論調査の結果を紹介する。 
 
 
 

内閣府世論調査  
 
 内閣府世論調査は、1956年以来ほぼ 5年おきに実施されている。最新の調査は
2009年に実施されたものであり、回答者の 86％が死刑制度の存置を支持しているこ
とが示されている（内閣府 2009)。内閣府世論調査の結果は国民の死刑支持の証拠と
して長年にわたり採用され、調査結果は政府によって日本が死刑を廃止しない理由
として提示されてきた。 
 
 

質問形式  
 内閣府世論調査に関しては、質問の言い回しが死刑支持へ誘導したり死刑支持が
増えるように設定されている、と批判されてきた（菊田 2004；日本弁護士連合会
2002）。 
 
 
 2009年の内閣府世論調査の設問： 
 「死刑制度に関して、このような意見がありますが、あなたはどちらの意見
 に賛成ですか。 

1. どんな場合でも死刑は廃止すべきである。 
2. 場合によっては死刑もやむを得ない。 
3. わからない・一概に言えない」 

       （アンダーラインは筆者） 
 
 
 第 2の選択肢である「場合によっては死刑もやむを得ない(86%)」は、第１の選択
肢の「どんな場合にも死刑は廃止すべきである(6%)」よりも選択者が多くなること
は、容易に想像がつくことであろう。第 1の選択肢に「どんな場合にも」と条件を
設けることで、死刑「廃止派」を狭い意味で捉え、逆に第 2番の選択肢は「場合に
よっては」及び「やむを得ない」という表現を使うことで死刑「存置派」を広い意
味で捉えようとしているからである。言い換えれば、内閣府世論調査における「廃
止派」は、死刑廃止を確信している人々を指す一方で、「存置派」は死刑存置に対
して熱心な者からから消極的な者まで幅広い層を含む構成になっている。 
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 内閣府世論調査の「廃止派」及び「存置派」の定義の偏りは、死刑の将来的廃止
を支持する人々が「存置派」として括られていることからも明らかである（永井
2005：第 3段落目）。2009年の内閣府世論調査の集計によると、「場合によっては
死刑もやむを得ない」を選んだ 86％の回答者のうちの 34％は、将来の廃止に肯定的
である（「状況が変われば、将来的には、死刑を廃止してもよい」）。この意味に
おいて、将来も含めて死刑廃止に反対している確固たる 「存置派」（「将来も死刑
を廃止しない(61%)」＋「わからない(5%)」）は、全回答者の 56％にすぎないと解
釈することもできる。日本政府の文書等（例えば、内閣府 2009）に引用される死刑
「存置派」86％とは大きく異なる解釈となる。 
 
 さらに、将来的な死刑廃止に対する意識を問う設問も、不明確な言い回しが使わ
れている。設問は、「将来も死刑を廃止しない方がよいと思いますか、それとも、
状況が変われば、将来的には、死刑を廃止してもよいと思いますか」である。「状
況が変われば」が死刑廃止の条件として設定されているが、これが何を意味するか
不明である。2009年の内閣府世論調査で「場合によっては死刑もやむを得ない」と
回答した者の中で「状況が変われば廃止」を選択した三分の一が想定した「状況」
として、犯罪件数の低下、仮釈放のない無期刑の導入、または不当な死刑の発覚な
ど様々な例を挙げることができよう。 
 
 死刑に対する国民の態度を明らかにしようとするこれらの設問自体が、調査結果
を歪ませている可能性がある。もし設問がより客観的な表現で構成されていたのな
らば、死刑の支持率はより低いものとなったかもしれず、この点に関しては下記の
章で考察する。 
 

その他の補足的な質問  
 これまでの内閣府世論調査では、死刑の抑止力に関して日本国民の意見を問う設
問が一貫して設けられてきた（内閣府 1956；1967；1975；1980；1989；1994；
1999；2004；2009）。2009年の調査では、抑止力に関する設問が二項目設けられて
いる。その一つの設問は、もし死刑が廃止されたら凶悪な犯罪が増えると思うか増
えないと思うか、であるが 62％の回答者が犯罪は増えると考え、逆に犯罪は増えな
いと考えた者はわずか 10％であった（内閣府 2009）。回答者の多数が、死刑制度の
存在が凶悪な犯罪を減少させていると考えていることは明らかであるが、この設問
の選択肢に死刑が廃止されても「凶悪な犯罪は現在と変わらない」という選択を加
えることで、設問の質が改善できるであろう。抑止力に関するもう一つの設問は、
「存置派」78への補足的質問で、死刑存置を選んだ理由を訪ねている。挙げられた理
由（複数回答）の中で、「死刑を廃止すれば、凶悪な犯罪が増える」（52％）は、
やはり回答者の多くが選んだ選択肢の一つであった（内閣府 2009）。 
 
 上記の結果から、回答者の多くが死刑は凶悪な犯罪を抑止するものと信じている
ことを示している。しかし死刑の犯罪抑止効果は、学術的な社会科学研究によって
支持されているものではない。様々な研究によると、死刑制度（特に処刑の可能性）
と殺人事件の発生率の間には、負及び正の相関の両方があることが発表されている。
また、死刑に犯罪抑止力があるかないかを証明することは、事実上不可能に近いと
する考え方が学術的な合意を得つつある（ 例えば、Nagin and Pepper 2012; 
Dezhbakjhsh and Shephaerd 2006; Fagan 2006, Hood and Hoyle 2008: 317-333）。日本の
                                                        
78ここでの「存置派」は、内閣府世論調査において「場合によっては死刑もやむを得ない」を選択した

者を指す。	
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場合、1990年から 1994年の死刑執行が行われなかった期間においても、殺人事件
の発生率が高まることはなかった。むしろこの期間は殺人認知件数が低下し、死刑
執行が再開した 1994年に再び増加に転じた(団藤 2000)。 
 
 また、内閣府世論調査では、死刑が犯罪抑止力を持つという認識が少なくとも正
確とは言えず、学問的にも争われていることを国民に知らせていない。この設問は、
内閣府世論調査において過去 50年以上にわたり調査で毎回問われきたにもかかわら
ず、死刑の犯罪抑止力に関する国民の信仰を問い直すことはなされていない。死刑
が他のいかなる刑罰よりも殺人の発生率を抑止する効果に関して、国民が信じてい
るかどうかを内閣府世論調査で国民の聞くべきでない、と言うのではない。設問の
目的が国民の認識について問うのであって、情報に基づいた国民の判断について尋
ねるのでなければ、まったく理にかなった設問であろう。しかし、内閣府世論調査
による国民の回答は、死刑存続を正当化する政策を決める根拠として利用されてき
ている。この点について、国民の回答に基づいて政策の方向を定めるのであれば、
回答者である国民に対して正確な情報を提供したり、誤った理解を正す試みが不可
欠となる。 
 
 

死刑制度を廃止、及び存置する理由  
  
 死刑の犯罪抑止力に関する国民の意識とは別に、内閣府世論調査は回答者に死刑
存置または廃止を望む理由を尋ねているが、この設問も改善の余地がある。2009年
の調査では「存置派」及び「廃止派」別に用意された複数の選択肢からそれぞれを
支持する理由を選ぶ形をとっている。 
 

存置派79の理由 
凶悪な犯罪は命をもって償うべきだ 
死刑を廃止すれば、被害を受けた人やその家族の気持ちがおさまらない 
死刑を廃止すれば、凶悪な犯罪が増える 
凶悪な犯罪を犯す人は生かしておくと、また同じような犯罪を犯す危険があ
る 

 
廃止派80の理由 
人を殺すことは刑罰であっても人道に反し、野蛮である 
国家であっても人を殺すことは許されない 
裁判に誤りがあったとき、死刑にしてしまうと取り返しがつかない 
凶悪な犯罪を犯した者でも、更生の可能性がある 
死刑を廃止しても、そのために凶悪な犯罪が増加するとは思わない 
生かしておいて罪の償いをさせた方がよい 

 
 
 死刑に関して「場合によってはやむを得ない」を選択した者（「存置派」）が回
答する設問の選択肢は、すべて死刑制度を「積極的に」支持する理由ばかりである。
「消極的（やむおえず）」理由から死刑制度の支持を選択した者を想定した選択肢
                                                        
79 ここでの「存置派」は、内閣府世論調査において「場合によっては死刑もやむを得ない」を選択した
者を指す。 
80  ここでの「廃止派」は、内閣府世論調査において「どんな場合でも死刑は廃止すべきである」を選
択した者を指す。	
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は用意されていない。例えば、「仮釈放の無い無期刑がない」（好ましい死刑に代
わる刑罰が無いがため、死刑を受け入れざる終えない）、又は「日本の現行の刑法
では、死刑が最も重い罰則である」（凶悪な犯罪者は法律上最も厳重な刑罰を受け
ることが重要だが、死刑そのものにこだわっている訳ではない ）等が考えられる。
このような消極的な選択肢が設けられれば、「存置派」のかなりは、死刑を「望ん
でいる」のではなく、「容認している」という姿が浮かび上がるかもしれない。要
するに、内閣府世論調査による「存置派」は、死刑制度を積極的に支持する者だけ
でなく「消極的」に支持する者を含むものであるが、その一方で「存置派」に対し
て尋ねている死刑支持の理由の選択肢は、積極的な死刑存続支持の立場に偏ったも
のとなっている。 
 
 

サンプル・バイアス（回答者の偏り）  
 
 過去 9回実施された内閣府世論調査は、すべて同じサンプリング方法を用いて実
施されている。層化２段無作為抽出法に基づいた全国調査である（内閣府
1956;1967;1975;1980;1989;1994;1999;2004;2009）。各回の標本は、日本人の２０歳以
上の男女で構成されており、調査の実査は社団法人中央調査社や新情報センターに
委託されている。 
 
 有効回収率が充分に高くない場合、標本抽出方法によっても国民全体の意見を反
映する標本結果が得られるとは限らない（山内 2004；安田・稲葉 2008）。偏りのあ
る標本を分析しても、信頼できる結果を得ることはできない。従って、内閣府世論
調査の標本抽出法が優れたものでも、調査への回答者が日本国民を代表していると
判断するためには、有効回収率を検討することが必要となる。 
 
 図１と図２は、過去９回の内閣府世論調査における有効回収率の変化を表してい
る。図１は、有効回収率の変化を男女計と男女別に表したものである。この図によ
ると、男女計では 1956年が有効回収率が 85％と最も高く、その後は低下傾向にあ
り、2009年では 65％まで下降している。男女共に回収率が下降しているが、男性の
方が女性よりも回収率が低く、全体を通して男性は女性と比べて回答率が 10％ポイ
ントほど低い。 
 
図２は、年齢階層別の有効回収率を表しており、全体的に下降傾向にあることが

わかるが、年齢階層別では重要な相違がある。第１に、高齢者層は回収率が一貫し
て高く、特 60歳以上の回収率が最も高く、20歳から 29歳層で回収率が最も低くな
る。20歳から 29歳層は回収率の低下幅が最も大きく、1967年調査では 73％であっ
たが、2009年調査では 26％ポイントも低下し、半数以下の 47％である。第２に、
年代階層別による回収率の格差が、高齢者層と若年者層の間で広がりつつある。例
えば、2009年調査では 60歳から 69歳層では回収率が 76％であったのに対し、20
歳から 29歳層では回収率が 47％であった。 
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図１：男女計および男女別にみた有効回収率の推移 

合計 
男性 
女性 
 
注：1956年の内閣府世論調査の男女別の有効回収率は報告書に記載されていない。 
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年代階層別による回収率の格差が、高齢者層と若年者層の間で広がりつつある。例
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Sample bias

All nine past government surveys listed have been consistent in their sampling method. !ey are all 
nationwide surveys, using two-stage stratified random sampling (Cabinet Office, 1956, 1967, 1975, 
1980, 1989, 1994, 1999, 2004, & 2009). Each sample is comprised of Japanese men and women aged 
20 and over. In addition, either Chuo Chosasha or Shin Joho Center has been contracted for all past 
sweeps. 

Sampling method alone, however, does not guarantee that the resulting sample is representative of 
the population, if the response rate is not sufficiently high (Yamauchi, 2004; Yasuda & Inaba, 2008). 
Analyses conducted on a biased sample will not produce results which are reliable. !erefore, while 
the government surveys’ sampling method is sound, response rates also need to be examined to ensure 
that the resulting sample is representative of the Japanese public. 

Figure 1 and Figure 2 show the changes in response rates for the past nine sweeps. 

Figure 1 shows the overall shift in response rates and shifts according to the gender of the respondents. 
It shows that the response rate – which reached 85% in 1956 – has been going down, falling to 65% 
in the 2009 government survey. Both male and female response rates show a downward trend, but at 
any particular time, men are less likely to respond than women, with response rates that are over 10 
percentage points lower. 

Figure 1: Response rate by gender 

Note:  Data for male and female not available for 1956 government survey
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注：  
 １）1956年内閣府世論調査の回収率は報告書に記載されていない。 
 ２）1980年以前の調査は 60歳から 69歳層に 70歳以上を含んだ回収率で、
1989年以降の調査は、60歳から 69歳層と 70歳以上層を分けた回収率である。 
 
 
個別面接調査における回収率の低下は、内閣府世論調査に特別なことではなく、

ある程度はやむを得ないものである。内閣府世論調査における真の問題は、有効回
収率が下降していることでなく、特定層における回収率の不均衡を配慮した集計結
果の補正がなされていないことにある。その結果、全体の回答結果には、高齢層の
回答が過大に反映されており、他方、男性及び若年層の回答が過小にしか反映され
ていない。2009年の内閣府世論調査では、20歳代の有効回収率が 47％であること
から、当該層の半数以上（53％）が全体の回答に反映されていないことになる。こ
うした点において、内閣府世論調査の結果に疑問が生じることになる。 
 
 

�Ďčů=Āƥ=ūŞ>�Ź�#ʁ  
 

2009年の内閣府世論調査によれば、回答者の大多数（86％）が死刑制度を支持し
ていることになる。これらの調査結果は、日本の政府、政治家、裁判所によって、
日本「国民」の意見として解釈されてきた。調査の回答者の XXパーセントが死刑
制度を支持していると言う場合と、「日本国民」の XX％が死刑制度を支持している
言う場合では、両者の意味が異なる。前者は、調査に回答した人々の意見を記述し
た分析であり、後者は回答者の意見に基づいて日本国民の意見を推測した分析であ
る。 
 
政府によって実施される大規模な調査は、通常「日本国民の意見」を明らかにす

ることを目的として行われるもので、内閣府世論調査もその例外ではない。内閣府
世論調査に基づく現状の分析は、回答者の偏りについて言及されておらず、日本国
民の意見を推測するための補正は行われていない。図３は、過去の内閣府世論調査
における死刑制度に対する態度に関する回答の全体計を、報告書に掲載されている
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Figure 2, which shows the changes in response rate by age group, identifies the same downward trend 
overall, but with important difference between age groups. Firstly, response rates are consistently 
higher for the older generation, with age groups over 60 being the highest and the 20-29 age group 
being the lowest. "e drop in response rates for the age group 20-29 is largest: 73% in the 1967 
government survey, falling 26 percentage points to 47% - under half - in the latest 2009 government 
survey. Secondly, the gap between response rates is also widening between the older and the younger 
age group. For example, for the 2009 government survey, response rate was 76% for the 60-69 age 
group compared with 47% for the 20-29 age group. 
 
Figure 2: Response rate by age 

Note:  1) Data not available for 1956 government survey. 
  2) Line indicating “60-69” for the 1967, 1975, and 1980 government surveys include those 

who were 70 and over.

"e declining response rate in face-to-face surveys is not unique to government surveys and may 
be inevitable to a certain extent. "e real problem with the government survey is not the declining 
response rates per se, but the lack of any correction to take account of the increasingly disproportionate 
representation of certain groups. In particular, the aged are over-represented and male and younger 
respondents are under-represented. Over half (53%) of men in their 20s excluded themselves from 
the 2009 survey. It is for this reason that results published from the government survey become 
questionable. 
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個別面接調査における回収率の低下は、内閣府世論調査に特別なことではなく、
ある程度はやむを得ないものである。内閣府世論調査における真の問題は、有効回
収率が下降していることでなく、特定層における回収率の不均衡を配慮した集計結
果の補正がなされていないことにある。その結果、全体の回答結果には、高齢層の
回答が過大に反映されており、他方、男性及び若年層の回答が過小にしか反映され
ていない。2009年の内閣府世論調査では、20歳代の有効回収率が 47％であること
から、当該層の半数以上（53％）が全体の回答に反映されていないことになる。こ
うした点において、内閣府世論調査の結果に疑問が生じることになる。 
 
 

「大多数の国民の支持は上昇」か？  
 

2009年の内閣府世論調査によれば、回答者の大多数（86％）が死刑制度を支持し
ていることになる。これらの調査結果は、日本の政府、政治家、裁判所によって、
日本「国民」の意見として解釈されてきた。調査の回答者の XXパーセントが死刑
制度を支持していると言う場合と、「日本国民」の XX％が死刑制度を支持している
言う場合では、両者の意味が異なる。前者は、調査に回答した人々の意見を記述し
た分析であり、後者は回答者の意見に基づいて日本国民の意見を推測した分析であ
る。 
 
政府によって実施される大規模な調査は、通常「日本国民の意見」を明らかにす

ることを目的として行われるもので、内閣府世論調査もその例外ではない。内閣府
世論調査に基づく現状の分析は、回答者の偏りについて言及されておらず、日本国
民の意見を推測するための補正は行われていない。図３は、過去の内閣府世論調査
における死刑制度に対する態度に関する回答の全体計を、報告書に掲載されている
数字に基づいて整理したものである。図によると、設問の変化に留意が必要となる
が、1980年調査から存置派の割合が確実に増え続けていることが明らかである。と
りわけ、1994年の調査からは同じ質問が使われていることを考慮すると、存置派の
割合が上昇していることが確実となる。しかし、次の節では、回収率を考慮すると、
揺るぎない大多数が死刑の存置を望むように思われてきたことが明確でなくなくな
り、説得力を失うことを議論する。 
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第一に、前掲図２では若年層、特に 20歳から 29歳の年齢層は回収率が最も低い

ことがわかる。第二に、図４からは死刑制度に対する態度に着目すると、当該年齢
層では廃止派の比率が最も高いことがわかる。このことは、回収率が最も低い年齢
層は、廃止派の比率が最も高いことを意味している。 
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数字に基づいて整理したものである。図によると、設問の変化に留意が必要となる
が、1980年調査から存置派の割合が確実に増え続けていることが明らかである。と
りわけ、1994年の調査からは同じ質問が使われていることを考慮すると、存置派の
割合が上昇していることが確実となる。しかし、次の節では、回収率を考慮すると、
揺るぎない大多数が死刑の存置を望むように思われてきたことが明確でなくなくな
り、説得力を失うことを議論する。 
 
 
図３：死刑制度に対する態度(回答者計) 

 
 
廃止派（％） 
存置派（％） 
わからない（％） 
 
注：１）内閣府世論調査 1994年、1999年、2004年、2009年に使用された設問は、 
「死刑制度に関して、このような意見がありますが、あなたはどちらの意見に賛成
ですか。」であり、選択肢は、「どんな場合も死刑は廃止すべきである」「場合に
よっては死刑もやむを得ない」「わからない・一概に言えない」である。 
  ２）内閣府世論調査 1956年、1967年、1975年、1980年、1989年に使用された
設問は、「日本の現状を考えると、どんな場合も死刑は廃止すべきであるという考
えにあなたは賛成ですか。」であり、選択肢は、「賛成」「反対」「わからない」
である。 
 
第一に、前掲図２では若年層、特に 20歳から 29歳の年齢層は回収率が最も低い

ことがわかる。第二に、図４からは死刑制度に対する態度に着目すると、当該年齢
層では廃止派の比率が最も高いことがわかる。このことは、回収率が最も低い年齢
層は、廃止派の比率が最も高いことを意味している。 
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“Increasing majority support?”

According to the 2009 survey, the vast majority (86%) of survey “respondents” support the death 
penalty. !ese results have been interpreted by the Japanese government, politicians, and the courts 
as the voice of the Japanese “public”. To say that an XX% of “respondents” support the death penalty 
and XX% of the “Japanese public” support the death penalty have different meanings. !e former is a 
descriptive analysis of people who answered the survey, and the latter is an inferential analysis about 
the Japanese public based on the respondents’ answers.

Large-scale surveys conducted by the government are normally done to find out about the “Japanese 
public”, and the government survey is no exception. !e problem with the current analyses done on 
the government survey is that the bias present in the sample is not addressed and corrected to make 
inferences about the general public. Figure 3 summarises the past government surveys on death penalty 
attitudes, using officially reported figures. !e chart clearly shows a constant increase in retentionists 
since the 1975 survey. !e rise in retentionists appears to be solid especially taking into consideration 
that the same question has been used since the 1994 survey. !e following section, however, argues 
that when taking into consideration the response rates, what seems to be an unshakable large majority 
in favour of retention becomes less evident and convincing. 

Figure 3: Death penalty attitudes

Note:   1) Question used for 1994, 1999, and 2004, and 2009 government surveys: “Which of the 
following opinions concerning the death penalty do you approve of?” Options were “the 
death penalty should be abolished under all circumstances”, “the death penalty is unavoidable 
in some cases”, and “don’t know/difficult to say.”

   2) Question use for 1956, 1967, 1975, 1980, and 1989 government surveys: “Considering 
the current situation in Japan, do you agree with the view that the death penalty should be 
abolished under any circumstances?” Options were “agree”, “disagree” and “I don’t know”. 
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図４：年齢階層別にみた廃止派の推移 
 

 
 
注 
１）1956年のデータは入手できていない。 
２）1967年、1975年、1980年の内閣府世論調査の 60-69歳の年代層には 70歳以上
も含まれる。 
３）「廃止派」の定義は、図 3の注１）２）を参照。 
 
上記の結果から明らかであることは、内閣府世論調査では存置派の比率が上昇し

ていると思われたが、それには日本国民の意見が反映されていない可能性がある。
回収率が低い層に関して適切な補正が加えられていないことが、死刑制度を大多数
が支持するかのような結果をもたらしているかもしれないのである。図５によると、
回収率が低下するとそれにつれ廃止派の割合も低下するが、存置派は逆の傾向にあ
る。 
 
未回収と回収率が低かった層の意見が全体の回答に反映されないことが、死刑制

度に関して多数が支持しているとの結果に対してどのような影響を及ぼしているか
を調べるため、次のような処理を行うことで、存置派の回答に関して信頼間隔を計
測した。これは、理論的サンプリングから計算した未回収率を基に、調査の回答結
果に補正を加えたものである。81 
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First, Figure 2 identified that younger respondents, especially the age group 20-29, had the lowest 
response rates in the government survey. Secondly, when looking at death penalty attitudes, it shows 
that the same age group comprised the largest proportion of abolitionists (Figure 4). !is means that 
the group which is least represented has the highest proportion of abolitionists. 

Figure 4: Abolitionists by age

Note: 1) Data not available for 1956 government survey. 
  2) Line indicating “60-69” for the 1967, 1975, and 1980 government surveys include those 

who were 70 and over.
 3) See note 1) and 2) in Figure 8 for the definition of “abolitionists”. 

What follows from this finding is that the rising proportion of retentionists in the government survey 
may not be reflected in the views of the Japanese public. !e lack of correction made on non-response 
could be linked to what appears to be the increase in majority support for the death penalty. Figure 
5 shows that as response rates go down, so do proportions of abolitionists and the reverse trend for 
retentionists.

In order to examine the effect of non-response and the under-representation of certain groups on 
the overwhelming support towards the death penalty, the following formula was used to provide a 
confidence interval for proportions of retentionists. !is was done by applying corrections to the 
resulting sample, based on the non-response rate calculated from the theoretical sample.81 

81 It was not possible to make estimations for the population due to due to the unavailability of the micro-data. If the data had been available, it would have 
been possible to correct the estimates using weighting techniques.
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上記の結果から明らかであることは、内閣府世論調査では存置派の比率が上昇し
ていると思われたが、それには日本国民の意見が反映されていない可能性がある。
回収率が低い層に関して適切な補正が加えられていないことが、死刑制度を大多数
が支持するかのような結果をもたらしているかもしれないのである。図５によると、
回収率が低下するとそれにつれ廃止派の割合も低下するが、存置派は逆の傾向にあ
る。 
 
未回収と回収率が低かった層の意見が全体の回答に反映されないことが、死刑制

度に関して多数が支持しているとの結果に対してどのような影響を及ぼしているか
を調べるため、次のような処理を行うことで、存置派の回答に関して信頼間隔を計
測した。これは、理論的サンプリングから計算した未回収率を基に、調査の回答結
果に補正を加えたものである。81 

 
 
 

 
 
信頼間隔は上限と下限で表され、間隔の上限の値は、回答しなかった者の回答の

すべてが存置派だと仮定した時の存置派の比率である。間隔の下限の値は、調査に
回答しなかった者の回答がすべて存置派でないと仮定した時の存置派の比率である。
理論的なサンプリングに基づけば、存置派の実際の比率は、この上限と下限の間に
位置づけられる。すなわち、上限と下限の信頼間隔の幅は、内閣府世論調査の集計
結果報告による存置派の比率がどれほど正確であるかを示し、信頼間隔が広いほど
内閣府調査報告による存置派支持率は正確さを欠くことになり、逆に信頼間隔が狭
いほど正確さが増すことになる。 
 
 

                                                        
81	
 世論調査のミクロ・データ（個票データ）が入手できないため母集団への復元ができない。データ

があれば、加重法を使って正確に推定値を算出できる。 
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図５：回収率と死刑に対する態度 
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Public attitudes to the death penalty in Japan

Figure 5: Response rate and death penalty attitudes 

!e confidence interval provides two proportions. !e upper interval provides the proportion of 
retentionists if all non-respondents were retentionists. !e lower interval provides the proportion 
of retentionists if all non-respondents were not retentionists. !e true proportion of retentionists 
should lie between these values, based on the theoretical sample. In other words, the difference 
between the two intervals will expose the accuracy of the proportion of retentionists reported by the 
government survey: the wider the interval the less accurate the proportion of retentionists reported 
by the government survey, and vice versa. 

LL (0),   UL (1)

Where:
LL:  Lower limit
UL:  Upper limit
n:  Resulting sample
W1:  Response rate (n/theoretical sample*)
W2:  Non-response rate (number of non-response/theoretical sample)
P:  Proportion of retentionists (number of retentionists/n)
Q:  Proportion of non-retentionists (1-P)
Note: * ”theoretical sample” = n + non-response

Table 1 displays the result. P is the proportion of retentionists reported by the government survey. L 
and U indicate the intervals of lowest and highest possible proportions when taking into account the 
non-responses. In the 2009 survey, 86% of respondents were reported to be retentionists. However, 
taking into account non-responses, the proportion of retentionists could range between 54% and 
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,  
 
LL: 下限、UL: 上限、n: 集計結果 

: 回収率（n／理論的サンプリング） 

: 未回収率（未回収数／理論的サンプリング） 
P: 存置派の割合（存置支持者数／n） 
Q: 非存置派の割合（１-P） 
注：理論的サンプリング＝n＋未回収数 
 
表１は上記の分析結果を表している。Pは、内閣府世論調査の報告による存置派
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あった。しかし、調査に回答しなかった者を考慮すると、存置派の占める割合は
54％から 92％の間にあると考えられる。これは、他と比べて上限と下限の幅（38％
ポイント）が大きいが、これは 2009年の調査での有効回収率（65％）の低さに起因
するものである。 
 
さらに、2009年内閣府世論調査では、20歳から 29歳の年代層の男性の回収率が

最も低く、また同年齢層は死刑廃止支持者が最も多いのは前述の通りである。表１
の性別年齢階層別の集計結果によると、この年齢層は上限と下限の間隔が最も大き
く、実際の存置派は 34％から 95％の幅の間であることになる。 
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P: 存置派の割合（存置支持者数／n） 
Q: 非存置派の割合（１-P） 
 
注：理論的サンプリング＝n＋未回収数 
 
表１は上記の分析結果を表している。Pは、内閣府世論調査の報告による存置派

の割合である。LLと ULは、調査に回答しなかった者を考慮した可能な割合の下限
値と上限値の間隔を表す。2009年の内閣府世論調査では、回答者の 86％が存置派で
あった。しかし、調査に回答しなかった者を考慮すると、存置派の占める割合は
54％から 92％の間にあると考えられる。これは、他と比べて上限と下限の幅（38％
ポイント）が大きいが、これは 2009年の調査での有効回収率（65％）の低さに起因
するものである。 
 
さらに、2009年内閣府世論調査では、20歳から 29歳の年代層の男性の回収率が

最も低く、また同年齢層は死刑廃止支持者が最も多いのは前述の通りである。表１
の性別年齢階層別の集計結果によると、この年齢層は上限と下限の間隔が最も大き
く、実際の存置派は 34％から 95％の幅の間であることになる。 
 
 
表１：存置派の信頼間隔 
 
① 年齢階層別 
 

 
 
注：１）1956年内閣府世論調査の信頼間隔は計算に必要な情報入手不可能 
２）LL：下限 UL：上限  

   ：回収率（n／理論的サンプリング）、P：存置派の割合（存置支持者数） 
 
② 性別年齢階層別（2009年調査） 

 
 

Year W1 P LL UL UL–LL

1967 83% 71% 57% 77% 20

1975 80% 57% 45% 66% 21

1980 81% 62% 49% 71% 22

1989 76% 67% 49% 76% 27

1994 70% 74% 51% 83% 32

1999 72% 79% 56% 86% 30

2004 68% 81% 54% 88% 34

2009 65% 86% 54% 92% 38

Male W1 P LL UL UL–LL Female W1 P LL UL UL–LL

20-29 47% 81% 34% 95% 61 20-29 48% 84% 36% 96% 60

30-39 47% 90% 40% 98% 58 30-39 63% 87% 51% 95% 44

40-49 52% 90% 45% 97% 52 40-49 73% 87% 60% 94% 34

50-59 61% 86% 49% 95% 46 50-59 68% 86% 55% 94% 39

60-69 71% 87% 59% 94% 35 60-69 81% 86% 66% 92% 26

70+ 74% 84% 58% 92% 34 70+ 76% 80% 57% 89% 32

40

The Death Penalty in Japan

92%. !is is the largest range (37 percentage points) in comparison to other sweeps, which is due to 
the lowest response rate (65%) measured by the 2009 survey. 

In addition, it was established in the 2009 survey that males in the 20-29 age group were the most 
under-represented group in the sample, but also the group with most abolitionists. Table 1 (2009 
survey by gender and age) shows this group is also the one with the largest interval (61 percentage 
points), with the true value of retentionists that could range from 34% to 95%.

Table 1: Confidence intervals for retentionists

By year

Note:   1) Necessary information not available for the 1956 government survey to calculate confidence 
intervals.

  2) LL: Lower limit, UL: Upper limit, W1: Response rate (n/theoretical sample), and  
P: Proportion of retentionists (number of retentionists/n). 

2009 government survey by gender and age

Response rates do matter. !ey matter because where response rates are low, they result in a wide 
confidence interval which reduces the reliability of the officially reported proportion of retentionists 
in the government surveys. Any analyses produced from the government survey should include 
the correction of the bias present in their sample, or at least the bias to be acknowledged, before 
presenting the results. 
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Q: 非存置派の割合（１-P） 
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以上のように有効回収率は重要な問題である。なぜならば、回収率が低い場合、

集計結果の信頼間隔の幅が広がり、存置派の比率の信頼度が低くなるからである。
内閣府世論調査の分析には、回答者の偏りに対する補正が必要である。あるいは、
集計結果に関して少なくとも偏りがあることをことを認識しなくてはならない。 
 
 

データの利用  
 
内閣府世論調査のマイクロ・データは公開されていないため、研究者がマイク

ロ・データの再分析を行うことができない。我々が利用できるのは、政府が公開し
ている集計結果のみである82。日本では、世論調査は統計法上の統計ではなく、また
日本にも東京大学社会科学研究所が運営している SSJデータアーカイブが存在する
ことから、日本政府として内閣府の世論調査のマイクロ・データを 2次分析に利用
可能な形で公開することができる。日本政府が、世論調査の結果を死刑制度の存置
の根拠とするのであれば、データを研究者に公開し、その透明性の担保が不可欠と
なろう。 
 
 

３つの調査の結果  
 

調査方法  
  

2008年から 2010年にかけて著者は、日本で３つの独立した実験的調査を実施し
た。これらの調査は、内閣府世論調査とは別の、できるだけバイアスの少ない設問
を使って死刑制度に対する日本国民の態度を測定することで、内閣府世論調査への
反証となる結果を提供すると同時に、内閣府世論調査における設問の質について実
証的に検証することを目的とした。 
 
１番目の調査(以下、調査Ⅰ)は、大規模なオンラインアンケート調査（N=20,769

人) を、調査会社の登録パネルを対象に実施した83。オンラインアンケート調査とは、
調査会社の登録パネルを対象にオンラインで実施される調査を意味する。従って、
標本台帳から抽出された調査対象者に対して実施されるオンライン調査とは異なる。
日本におけるオンラインアンケート調査の利用は、最近では、主に市場調査を行う
民間企業から、個人調査を実施する政府機関や学術機関にまで広がってきている
（本多 2006：32）。本調査のパネル（調査対象者の選定対象）は、調査実施時点で
681,991人から構成されていた84。 
                                                        
82	
 この点に関して英国との比較が可能である。例えば、イギリス内務省が実施している英国犯罪調査

のマイクロ・データは、英国のデータアーカイブである UKDAを通して公開されている。日本の内閣
府のいくつかの局が実施している世論調査のかなりの数のマイクロ・データが、SSJデータアーカイブ
に寄託され、研究者が 2次分析に利用可能となっている。さらに、内閣府の 1967年の死刑に関する世
論調査のマイクロ・データは、SSJデータアーカイブから入手可能である。内閣府が実施てしいる世論
調査のマイクロ・データの一部が、アメリカに提供されたことがあり、それを再分析可能な形に三宅一

郎氏が整理したことによって日本でも利用可能となっている。 
83 	
 この調査はインテージが運営	
 によって実施された（http://www.intege.co.jp/net/）。 
84	
 インテージに登録された対象者は高齢者の割合が低いため、20 歳から 49 歳までの男女から調査対
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２番目の調査（以下、調査Ⅱ）では、調査Ⅰの調査対象から２つのサブグループ

（実験群と統制群）を抽出して実験的調査として実施した85。実験群と統制群の２つ
のサブグループのぞれぞれは、調査Ⅰにおいて死刑制度に関する態度である存置派、
廃止派、「わからない」の回答者が、それぞれ同数になるように構成した。２つの
サブグループのうち一方のグループである実験群には、死刑制度に関する情報を提
供した。その上で、両グループに同じ設問に回答してもらい、死刑制度に関する情
報提供がどのように影響したか比較した。調査では次の７項目の情報について、そ
れぞれどれだけ事前に知識があったかを調べる設問を行った。 
 
・	
 死刑廃止に関する国際的な動向 
・	
 死刑と犯罪率の関係 
・	
 死刑における冤罪の可能性 
・	
 死刑執行の方法 
・	
 死刑に関する情報公開 
・	
 殺人事件数の動向 
・	
 無期刑から仮釈放になる可能性 

 
３番目の調査（以下、調査Ⅲ）は、量的調査と質的調査の両方法（本章では審議

型意識調査と呼ぶ）を利用し、死刑の存置支持における審議の役割を調べた86。参加
者は、日本の死刑制度について学ぶために集まり、この問題に関して討議し、意見
を交換し、また事前と事後に実施した調査に回答し、さらに調査後には電話インタ
ビューが行われた。この調査では、人々が新しい情報をどのように理解し、解釈す
るかについても把握することを意図して考案された。 
 
調査対象者は、日本人 50人（首都圏87に居住する 20歳から 58歳の男女 50名（男

性 25名、女性 25名）で、東京を拠点とする市場調査会社（調査Ⅰと調査Ⅱで使わ
れた企業とは異なる）の登録モニターから選定された88。調査対象者は、性別、年齢、
死刑に対する態度によって層別無作為抽出された。死刑に対する態度による参加者
の選定では、調査Ⅰの調査結果に基づいて、おおよそ存置派が多数で、廃止派が少
数となるようにした。死刑制度に対する態度の偏った分布をそのまま生かして「小
日本社会」を設定したため、存置派と廃止派が同数になるような「ディベートコン
テスト」とは異なる。調査対象者を４つの討議グループに分けた。参加者間の討議
が活発になるように、どのグループにも廃止支持者が最低２人含まれるようにした。 
 

                                                                                                                                                               
象者を選定するように依頼した。調査対象者（N=20,769）は、パネルを性別、年齢階層別に階層化して
ランダムに選択した。調査対象者の性別及び年齢階層別の分布を、総務省統計局「人口推計」(2008年)
と比較した。両者の分布は近似していたが、標本バイアスを最小化するためにウェイトを作成し、集計

結果を補正した。以下の分析は、ウエィトで補正したデータによるものである。 
85  ２つのグループである実験群と統制群のそれぞれ（各々は N=542人）を、調査Ⅰから層化したのち
に抽出した。具体的には、独立変数である性別と年齢に加えて、従属変数である死刑に対する態度に基

づいて層化し、それからランダムに２つのグループである実験群と統制群に割り当てた。２つのグルー

プの比較可能性を高めるために、性別と年齢だけでなく、実験を行う前に測定した死刑に対する態度を

含めて抽出した。 
86	
 審議型意識調査は、佐藤舞、本庄武（一橋大学）、木村正人（高千穂大学）、前島知子（法務省）の

4名の研究者によって実施された。 
87   首都圏は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の１都３県である。	
 
88   市場調査会社は、IRC （http://www.i-rc.co.jp/index.html ）で、約 75,000 人の登録モニターをかかえ、
年２回登録情報を更新している。	
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各グループは 12、13人の参加者で構成され、各小教室に分かれて専門の司会者よ
って討議が進められた89。参加者は、午前と午後の２回の討議セッションと、その間
に開催された専門家による講義のセッションに参加した。専門家のセッションは、
一つの部屋で参加者全員の集まる講義室で実施された。ゲストスピーカーである専
門家として、死刑存置派のジャーナリスト（藤井誠二氏）と死刑廃止派の法律家
（岩井誠氏）の二人を招き、参加者が専門家と対話できる時間を設けた。参加者は、
グループ討議の間に出た質問等について専門家の意見を尋ねる機会が与えられた。 
 
 

調査Ⅰの結果  
 
調査Ⅰでは、内閣府世論調査とは異なる質問を使用し（図６参照）、５つの択肢

を採用した。具体的には、死刑存置派と死刑廃止派を２段階に分け、「絶対にあっ
た方が良い（あるいは「絶対に廃止した方が良い」）」と「あった方がよい（ある
いは「廃止した方が良い」）の４つの意見を尋ねた（この他に選択肢として「どち
らとも言えない」がある）。 

 
2009年の内閣府世論調査では、回答者の大多数（86％）が死刑存置を望み（「場

合によっては死刑もやむを得ない」）、少数の回答者は「わからない・一概に言え
ない」（９％）あるいは、「どんな場合でも死刑は廃止すべきである」（６％）の
立場をとっている。 
 
一見したところこれらの数字からは、日本国民が死刑を強く賛成しており、反対

意見はごく少数であるという結論を引き出すことができよう。しかし、調査Ⅰの結
果を検討すると、国民の態度は白黒のように明確に異なるものではなくなるのであ
る。 
 
死刑存置派の意見に関して１つではなく２つの選択肢を設けたことにより、死刑

の存置派（「絶対あったほうが良い」（絶対存置）＋「あったほうが良い」）の割
合に加えて、「あったほうが良い」という人の割合（35％）が明らかになった（図
6参照）。死刑に関して「絶対存置」と答えた者は、半数以下（44％）である。回
答者のうち死刑存置に関して「あったほうが良い」（35％）、「廃止したほうが良
い」（3％）あるいは「どちらとも言えない」（16％）と回答した者がかなりを占め
ることが調査Ⅰによって明らかになったが、この点は内閣府世論調査と異なる点で
ある。死刑に関して確固とした意見を持たない回答者、つまり「あった方が良い」
「廃止した方が良い」「どちらとも言えない」を選択した者が、多数（55％90）を占
める。すなわち、日本国民のおよそ半数以上が、死刑制度に関して確固たる意見
（「絶対にあった方が良い」「絶対に廃止した方が良い」）でなく、ある程度「漠
然とした」あるいは「わからない」といった態度を保有している意味する。この結
果は、浜井の調査結果（2007、2008年）とも一貫しており、同調査によると日本で
は多数（65％）は死刑に関して限定的な見方をしており、積極的に死刑を支持する
者の少数（33％）であった。 
 
 
 

                                                        
89 ４人の司会者は、市場調査会社であるエヌスタイル（http://www.nstyle.co.jp/）から派遣された。 
90  図６では、合計が５４％になるがこれは四捨五入によるものである。 
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調査Ⅰによると、日本国民は死刑に対して一様に支持しているわけではないこと、

多数の人は確固とした意見を持っているわけでないことが示された。つまり、回答
者の半数以上（55％）は、この件に関して確固たる意見を持っていないのである。
死刑に関する 「消極的な見方」の存在は、死刑は「国民があまり良く知らない、あ
まり考えていない、あまり関心のない」テーマだとの解釈もできる（Unnever, Cullen 
& Robert 2005: 207）。調査Ⅰによって示された死刑に対する態度の分布は、日本政
府が死刑存置を正当化するために利用している「多数の支持」という主張を揺るが
せるものだ。 
 
死刑制度に関して賛成と反対の比率や、廃止を支持する程度を明らかにすること

は確かに重要であるが、他方で、「多数が賛成」という全体の比率のみに着目する
だけでなく、死刑に対する態度を説明する要因を明らかにすることも重要である。 
確固とした死刑存置派を 2項ロジスティック回帰で分析すると、人や社会制度への
信頼度など広範な要因から説明が可能である。中でも、死刑に関する態度と死刑に
関する知識は顕著に関連している。殺人事件の件数の動向について誤った認識（多
くが殺人事件が近年著しく増加傾向にあると考えているが、実際にはそうではない）
を持っている者ほど、死刑存置に対して確固とした支持を示す傾向にあることが、
上記の 2項ロジスティック回帰で分析から明らかになった。これは、日本人は、刑
事司法全体に限らず、死刑に関して正確な知識を持ってないのではないかという問
題を示唆するが、この点に関しては調査Ⅱで考察する。 
 
 

調査Ⅱの結果  
 
はじめに、図７は、情報提供後における実験群と統制群のグループにおける死刑

に対する態度の分布を比較したものである。実験群も統制群も回答者は調査Ⅰの対
象者から選定し、死刑存置派と廃止派、及び「どちらとも言えない」と回答した者
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図６：調査Ⅰの結果 
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廃止した方が良い 
絶対に廃止した方が良い 
 
注：（１）N=20,769 
 （２）四捨五入のため合計 100％にはならない。 
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がせるものだ。 
 
死刑制度に関して賛成と反対の比率や、廃止を支持する程度を明らかにすること

は確かに重要であるが、他方で、「多数が賛成」という全体の比率のみに着目する
だけでなく、死刑に対する態度を説明する要因を明らかにすることも重要である。 
確固とした死刑存置派を 2項ロジスティック回帰で分析すると、人や社会制度への
信頼度など広範な要因から説明が可能である。中でも、死刑に関する態度と死刑に
関する知識は顕著に関連している。殺人事件の件数の動向について誤った認識（多
くが殺人事件が近年著しく増加傾向にあると考えているが、実際にはそうではない）
を持っている者ほど、死刑存置に対して確固とした支持を示す傾向にあることが、
上記の 2項ロジスティック回帰で分析から明らかになった。これは、日本人は、刑
事司法全体に限らず、死刑に関して正確な知識を持ってないのではないかという問
題を示唆するが、この点に関しては調査Ⅱで考察する。 
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Public attitudes to the death penalty in Japan

!e results from the 2009 government survey show that the vast majority of respondents (86%) are 
retentionists (“the death penalty is unavoidable in some cases”) with small proportions of respondents 
who are undecided (9%) or opposed to the death penalty (6%). On the face of it, these figures lead to 
the conclusion that the Japanese public is strongly in favour of the death penalty, with little dissent. 
Examining results from the preliminary survey, however, offered a less black-and-white picture of 
public attitudes. 

Having two retentionist options, rather than one, yields a substantial proportion of respondents 
(35%) who are tentatively committed to retention. Less than half (44%) are determined to keep the 
death penalty. It is the groups of respondents who are either “unsure”, or who “do not really have an 
opinion” about the death penalty, which the preliminary survey successfully captures, and this is what 
differentiates it from the government survey. Respondents who selected options with a degree of 
uncertainty towards the death penalty – “should probably be kept”, “should probably be abolished” and 
“cannot say” – amounted to the majority (55%). !is means that just over half of the Japanese public 
were “undecided” or “lukewarm” in their attitude towards the death penalty. !is finding is consistent 
with those of Hamai (2007, 2008) who found that, in Japan, a majority of respondents (65%) had 
qualified views about the death penalty, and a minority of respondents (33%) strongly supported it. 

Figure 6: Survey 1

Notes:  1) N=20,769.
 2) !e total percentage for the preliminary survey does not add up to 100% due to rounding. 

!e first survey showed that the Japanese public is not uniformly supportive of the death penalty, 
and that many are undecided or unsure about their position. !is was demonstrated by the fact that 
over half of the respondents (55%) were undecided or had qualified views on the topics. It could be 
argued that these “weakly-held views” show the death penalty to be an issue that people “know little 
about, do not think much about, and do not care about” (Unnever, Cullen & Roberts, 2005, p. 207). 
!e range of death penalty positions demonstrated by the preliminary survey undermines the claim 
of “majority support” used by the Japanese government to justify retention. 
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がそれぞれ同等の比率で構成していることから、情報提供という実験による介入の
後に見られる死刑に対する態度の変化は情報提供に起因するものである。 
 
 

 
 
 
調査Ⅱによって、実験群における存置派の人数と比率91（n＝194，36％）が統制群

（n＝247，46％）と異なり、実験群では死刑存置派が少なくなったことが明らかと
なった。それに対応して、廃止派の人数と比率92は、実験群（n＝164，30％）の方が
統制群（n＝138，25％）より多くなった。他の意見（「どちらとも言えない」）の
人数と比率は、実験群（n＝184，34％）の方が統制群（n＝157，29％）より多いこ
とがわかった。死刑に対する各態度に見られる違いは、情報提供の結果であり、そ
れは死刑に対する賛成意見が減少させ反対意見を増加させる効果をもたらした。実
験群では、確信が持てない者（「どちらとも言えない」を選択した回答者）が多く
なることがわかったが、これは知識が増した結果、あるいはこれまで誤った理解を
していたことに気が付き、死刑に対する当初の意見に疑問を持つようになった結果
によろう。 
 
実験群と統制群の両グループを比較して最も構成の違いが大きいのは、確固とし

た存置派（「絶対にあった方が良い」）であり、「あった方が良い」という消極的
な存置派ではなかった。その結果、実験群（n＝68，13％）の方が統制群（n＝108，
20％）よりも確固たる存置派が少なくなる。調査Ⅱの結果によると、死刑に関する
                                                        
91 「存置派」は、「絶対にあった方が良い」「あった方が良い」を選択した者である。	
 
92 「廃止派」は、「絶対に廃止した方が良い」「廃止した方が良い」を選択した者である。	
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はじめに、図７は、情報提供後における実験群と統制群のグループにおける死刑

に対する態度の分布を比較したものである。実験群も統制群も回答者は調査Ⅰの対
象者から選定し、死刑存置派と廃止派、及び「どちらとも言えない」と回答した者
がそれぞれ同等の比率で構成していることから、情報提供という実験による介入の
後に見られる死刑に対する態度の変化は情報提供に起因するものである。 
 
 
図７：実験群(情報提供後)と統制群におけるそれぞれの死刑に対する態度の分布 
 

 
実験群 
統制群 
 
 
絶対にあった方が良い 
あった方が良い 
どちらとも言えない 
廃止した方が良い 
絶対に廃止した方が良い 
 
 
注： 
 （１）実験群と統計群：それそれは N＝542人。 
 （２）数字は、各意見を選択した回答者の数を表す。 
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The Death Penalty in Japan

While it is important to find out the proportion of those in favour or against the death penalty, and 
the degree of support for abolition, it is as important – if not more so – to look beyond “majority 
support” to highlight factors that explain patterns of death penalty attitudes. Using block-wise binary 
logistic regression, in order to predict which respondents would be definite retentionists, it was found 
that death penalty attitudes are explained by the wider social outlook, such as people who trust in 
people and institutions. In addition, what is of particular relevance to the Japanese case is knowledge-
based attitudinal factors. !e model found that those who held inaccurate views about murder rates – 
mostly thinking that they had significantly increased in recent years when they have not – were more 
likely to be definite retentionists. !is prompts questions about whether the Japanese people hold 
other inaccurate knowledge, not only in general criminal justice matters, but concerning the death 
penalty, which was examined in the second survey.

Findings from the second survey

First, Figure 7 compares the distribution of each death penalty position for the two groups. Since 
respondents in the experimental and control groups had been selected from those in the first survey 
to comprise equal proportions of retentionists, abolitionists and those answering “cannot say”, any 
differences observed in death penalty attitudes after intervention are to be attributed to the provision 
of information. 

Figure 7: !e effect of information 

 

Notes:  1) Experimental group: n=542. Control group: n=542
 2) Figures indicate the number of respondents who selected each position
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多様な意見のすべては、変容する可能性があり、情報に触れさせることで最も強固
な存置派の見方を変えることにも活用できる可能性を示している。実験群と統制群
の間の意見の相違は、５段階のスケールの設問として分析すると、p<.01の水準で統
計的に有意となった。93 
 
第二に、調査Ⅱでは、内閣府世論調査の設問を実証的に検討することで、政府に

よる世論調査の批判的な分析を行うことができた。内閣府世論調査の設問と選択肢
をそのまま実験的調査で使用することによって、情報提供後における同設問に対す
る実験群と統制群の回答の違いを比較した（図８参照）。内閣府世論調査の設問へ
の回答を両グループに求めた理由は、情報提供により５段階の設問に生じた両グル
ープ間の意見の相違が、内閣府世論調査の設問でも生じるかを確認するためである。
言い換えれば、内閣府世論調査の設問が、死刑に対する態度にみられるコミットメ
ントの違いに敏感なものであるかどうかを確認するためである。その結果によると、
内閣府世論調査の定義による存置派（「場合によっては死刑もやむを得ない」）の
比率はまったく同じ（16％）で、廃止派（「どんな場合でも死刑は廃止すべきであ
る」）の比率はほぼ同じになった（実験群：30％、統制群：26％）。カイ２乗検定
によると、実験群と統制群の２つのグループ間で回答の分布に違いがないことが確
認できた。94 
 
 

 
 
 

 
 

                                                        
93	
 統制群（M＝2.91、SD＝1.14）、実験群（M＝2.68、SD＝1.21）、t（1079）＝3.21, p<.01, 2 tailed。 
94 	
 	
 Pearson’s Chi-Square (2, N=1084) =2.105, p> .05)。 
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図８：内閣府世論調査の設問への回答(実験群は情報提供後) 
 
        実験群                 統制群 
 

 
 
どんな場合も死刑は廃止すべきである 
場合によっては死刑もやむを得ない 
わからない・一概に言えない 
 
注： 
実験群の回答者：N＝542 
統制群の回答者：N＝542 
 
図８の結果は、内閣府世論調査の設問の質に関する問題点を示唆している。実験

群と統制群の間で統計的に顕著な違いが見られないという事実は、著者が用いた設
問では情報提供による意見の相違を把握できたが、内閣府調査の設問はそれができ
ず、変化を適切に把握できない感度に欠ける設問であることが明らかである。存置
派（「場合によっては死刑もやむを得ない」）の広範な定義と廃止派（「どんな場
合でも死刑は廃止すべきである」）の狭義な定義のため 、死刑支持に対する態度の
適応性を充分に把握できないと考えられる。これは、死刑制度に関する政策に対す
る重要な示唆を含んでいる。内閣府世論調査の設問による回答結果には、 存置派の
意見が過剰に反映している可能性があるため、結果の 解釈には注意が必要となる。 
 
第三に、調Ⅱ査によって回答者は死刑制度について知識が十分でないという仮説

が確認できた。調査方法において説明したように、実験群の回答者には、７項目の
情報を提供し、各項目についてどれほど知識を持ち合わせていたか４段階（１点の
「この件に関してすべて知っていた」から４点の「この件に関しては初めて知った」
まで）のリッカート尺度で回答するようにした。７項目の情報を使って、全体的な
知識を測定するリッカート尺度を新たに作成した。この尺度の信頼性は、クロンバ
ックのα係数 （.856）によって確認された。各項目は４段階の尺度で構成されてい

! Death penalty should be abolished under all circumstances

! Death penalty is unavoidable in some cases

! I don’t know/difficult to say

16%
(n=86)

16%
(n=87)

26%
(n=143)

30%
(n=164)

54%
(n=292)

58%
(n=312)

Experimental group Control group
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Figure 8: Government survey question

Note:  Total number of respondents in the experimental group: n=542  
Total number of respondents in the control group: n=542

 
!e findings shown in Figure 8 indicate the poor quality of the government survey question. !e 
fact that no statistically significant difference was detected between the experimental group and the 
control group demonstrates clearly that the question is not sensitive enough to capture the differences 
in opinion which were clearly visible with the other question. As noted, the wide definition of a 
retentionist (“the death penalty is unavoidable in some cases”) and the narrow definition of an 
abolitionist (“the death penalty should be abolished under all circumstances”) can be considered to be 
the reason why the government survey question did not adequately capture the flexibility as well as 
the less committed respondents’ views in supporting the death penalty. !is finding carries important 
implications for death penalty policy. !e results produced by the government survey question should 
– at best – be interpreted with caution as they are likely to over-represent retentionists. 
 
!irdly, the survey confirmed the hypothesis that respondents were not informed about the death 
penalty. As noted in the methodology section, seven information items were presented to respondents 
in the experimental group, and they were asked to state how much they knew about each item in a 
four-point Likert scale (ranging from item, 1: “I knew all about it” to 4, “It was new information to 
me”). Using all seven information items, a new Likert scale was created to measure total knowledge. 
!e reliability of the scale was measured by Cronbach alpha (.856). Since each item comprised a 
four-point scale, the total knowledge scale ranged between 7 and 28. !e experimental group had a 
mean value of 22 in the total knowledge scale, indicating an uninformed group. Figure 9 shows the 
frequency of the total knowledge scores, with a distribution curve skewed towards high scores. 
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図８の結果は、内閣府世論調査の設問の質に関する問題点を示唆している。実験
群と統制群の間で統計的に顕著な違いが見られないという事実は、著者が用いた設
問では情報提供による意見の相違を把握できたが、内閣府調査の設問はそれができ
ず、変化を適切に把握できない感度に欠ける設問であることが明らかである。存置
派（「場合によっては死刑もやむを得ない」）の広範な定義と廃止派（「どんな場
合でも死刑は廃止すべきである」）の狭義な定義のため 、死刑支持に対する態度の
適応性を充分に把握できないと考えられる。これは、死刑制度に関する政策に対す
る重要な示唆を含んでいる。内閣府世論調査の設問による回答結果には、 存置派の
意見が過剰に反映している可能性があるため、結果の 解釈には注意が必要となる。 
 
第三に、調Ⅱ査によって回答者は死刑制度について知識が十分でないという仮説

が確認できた。調査方法において説明したように、実験群の回答者には、７項目の
情報を提供し、各項目についてどれほど知識を持ち合わせていたか４段階（１点の
「この件に関してすべて知っていた」から４点の「この件に関しては初めて知った」
まで）のリッカート尺度で回答するようにした。７項目の情報を使って、全体的な
知識を測定するリッカート尺度を新たに作成した。この尺度の信頼性は、クロンバ
ックのα係数 （.856）によって確認された。各項目は４段階の尺度で構成されてい
るので、知識全体の尺度は７点から 28点となる。実験群の知識全体の尺度の平均値
は 22点で、情報をまったく持ち合わせていないグループ（28点）も存在する。図
９は、知識全体の尺度の度数分布を表しており、分布曲線は尺度の高い方、つまり
知識が少ない方に向かってカーブを描いている。 
 
 

 
 
 
各項目に関する知識を測定したところ、回答者の半数以下はすべての項目につい

て情報を持ち合わせている（「この件に関してすべて知っていた」あるいは「この
件に関してだいたい知っていた」；図 9参照）と回答した。実験群では、すべての
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るので、知識全体の尺度は７点から 28点となる。実験群の知識全体の尺度の平均値
は 22点で、情報をまったく持ち合わせていないグループ（28点）も存在する。図
９は、知識全体の尺度の度数分布を表しており、分布曲線は尺度の高い方、つまり
知識が少ない方に向かってカーブを描いている。 
 
図９：実験群の知識全体の尺度の分布 
 

  
 
注： 
（１）回答者の合計人数 N＝535 
（２）知識の尺度は７点から２８点まで 
（３）平均値＝21.95、中央値＝23 標準偏差＝4.62、最少値＝７ 最大値＝28 
 
各項目に関する知識を測定したところ、回答者の半数以下はすべての項目につい

て情報を持ち合わせている（「この件に関してすべて知っていた」あるいは「この
件に関してだいたい知っていた」；図 9参照）と回答した。実験群では、すべての
情報項目について回答した 535人のうち、７項目すべてについて「この件に関して
すべて知っていた」と回答したのは２人のみであった95。最も認知度が高かった項目
は「死刑執行のプロセス」であるが、「この件に関してすべて知っていた」を選択
した者はわずか 16％であった。 
 
「終身刑囚の仮釈放の可能性」に関して回答者はほとんど知識を有しておらず、

「すべて知っていた」と回答したのはわずか１％であった。また、死刑存置を選択
した理由を調べると、「日本では仮釈放の無い無期懲役はない」という理由を選ん
だ回答者の割合が、実験群は統制群より少なく統計的に有意である。これは、回答
者が終身刑囚の仮釈放の可能性（仮釈放は非常に少ない）に関して正しい知識を得
たことによると考えられる。 
 
同様に、「死刑と犯罪率の関係」に関する知識（「すべて知っている」を選択し

た回答者はわずか４％）も、実験群の回答者に対して、存置を正当化する理由の選
択に影響を及ぼした可能性がある。抑止力は、統制群におてい存置の理由として選
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Public attitudes to the death penalty in Japan

Figure 9: Distribution of knowledge scores for the experimental group

 

Notes:  1) Total number of respondents: n=535
 2) Knowledge scale ranged between 7 and 28
 3) Mean=21.95, median=23, standard deviation=4.62, minimum=7 and maximum=28

When examining knowledge of each information item, less than half of the respondents answered 
that they were informed about all items (“I knew all about it” and “I roughly knew most of it”; 
see Figure 30). Out of a total of 535 respondents who answered all information items from the 
experimental group, there were only two who selected “I knew all about it” for all seven items.94 !e 
highest knowledge recorded was of the “execution process”, though only 16% of respondents selected 
that they knew “all about it”. 

Respondents were least aware of the “possibility of parole for life prisoners”, with only 1% claiming “I 
knew all about it”. !is information item may have increased respondents’ knowledge when looking 
at the reasons for retention selected by the experimental group. !e item “Japan does not have life 
imprisonment without parole” was one of the reasons for retention which was statistically significant, 
with a smaller proportion of respondents in the experimental group selecting this option.

Similarly, the item “relationship between the death penalty and crime rates” (where only 4% selected 
“I knew all about it”) could also have influenced respondents in the experimental group in their 
selection of justifications for retention. While general deterrence was the third most selected reason 
for retention in the control group (42%), the same option was not as popular in the experimental 
group (25%), and the difference was found to be statistically significant. 

94  !e two respondents were abolitionists who believed that the death penalty “should definitely be abolished”
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情報項目について回答した 535人のうち、７項目すべてについて「この件に関して
すべて知っていた」と回答したのは２人のみであった95。最も認知度が高かった項目
は「死刑執行のプロセス」であるが、「この件に関してすべて知っていた」を選択
した者はわずか 16％であった。 
 
「終身刑囚の仮釈放の可能性」に関して回答者はほとんど知識を有しておらず、

「すべて知っていた」と回答したのはわずか１％であった。また、死刑存置を選択
した理由を調べると、「日本では仮釈放の無い無期懲役はない」という理由を選ん
だ回答者の割合が、実験群は統制群より少なく統計的に有意である。これは、回答
者が終身刑囚の仮釈放の可能性（仮釈放は非常に少ない）に関して正しい知識を得
たことによると考えられる。 
 
同様に、「死刑と犯罪率の関係」に関する知識（「すべて知っている」を選択し

た回答者はわずか４％）も、実験群の回答者に対して、存置を正当化する理由の選
択に影響を及ぼした可能性がある。抑止力は、統制群におてい存置の理由として選
択された理由のうち３番目（42％）に多いものであるが、実験群ではこの選択肢を
選んだのは 25％でそれほど多くない。実験群と統計群におけるこの相違は、統計的
にも有意である。 
 
情報の獲得とその解釈については調査Ⅱの範囲を超えるものであるが、事前に得

た知識水準と死刑に対する意見の間の関連は明白である。知識が多い回答者（知識
全体の尺度が７点から 17 点）と知識が少ない回答者（尺度が 18 点から 28 点）では、
死刑に対する意見の分布が異なり、相違は統計的に有意で p<.01レベルとなる（表
２参照）96。知識を有している者では廃止派(49％)が多く、他方、知識を有していな
い者では廃止派（27％）が少なくなる。この相違は大きく統計的にも有意である
（２つの割合の Z検定は、.01レベル、Z＝3.974）。知識のある参加者は、存置派か
廃止派に関わらず、「わからない」（16％）を選択する者が少なくなり、より確固
とした意見をもつ傾向がある。 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                        
95 この２人の回答者は、死刑は「絶対に廃止されるべき」と信じている廃止派である。	
 
96 Pearson’s Chi-Square t(2)=21.559, N=535, p<.01. 


2&����� ������	���� ��"

 「絶対存置」及び 
「たぶん存置」 

「わからない」 「絶対廃止」及び
「たぶん廃止」 

合計(N) 

知識がある 35％ 16％ 49％ 88 
知識がない 36％ 37％ 27％ 447 
合計 (N) 192 180 163 535 
 

&"
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調査Ⅲの結果  
 
調査Ⅲに参加する前と後に、調査Ⅰで実施したと同様の死刑に対する意見を５段

階で回答を参加者に求めた。態度の変化（調査に参加する前と後で異なる意見を選
択97）に注目したところ、50人の参加者のうち 30人は態度を変えていなかった。残
りの 20人の参加者では、11人は廃止の方向に、９人は存置の方向に態度を変えて
いた。 
 

 
 
統計的に顕著な結果が得られた調査Ⅱに比較すると、調査Ⅲの対象者は小規模で

ある（N＝50）。しかし、２つの点が注目に値する。参加者の大多数は、審議後も死
刑に関して意見を変えなかった。意見を変えた参加者の場合も、全員が同じ方向に
意見を変えたわけではない。廃止の方向に変わった者もあったが、廃止と存置の方
向に意見を変えた者の割合もほぼ同じであった。次のセクションでは、死刑に対す
る態度に関して審議がもたらした影響を質的に分析する。調査Ⅲの事後に行われた
電話インタビューから得られた発言に含まれた言葉を用いて、死刑に対する一見確
固と思われる意見の内容を検討した。 
 
調査後のインタビューにおいて、断固とした廃止派（調査参加の前後とも「絶対

にあった方が良い」を選択）であった参加者は、「死刑の執行は、国家によって犯
される殺人の繰り返しである」98と述べていた。しかし同参加者は、審議後のアンケ
ート調査において、もし裁判員に選ばれたとしたら死刑宣告を下せるかという設問
に対四して、「わからない」と答えていた。死刑に対して一貫して強固な反対意見
を持つ人がこのような答えをすることに驚かれるかもしれないが、調査後のインタ
ビューで、「凶悪犯罪に直面したら、感情に影響されて被告人に死刑宣告を望むか
もしれない」とこの参加者はアンケート調査にみられた矛盾を説明した。同参加者
は、死刑は感情とは別問題であるという意見を持ち続け、国家であっても人の命を

                                                        
97	
 例えば、「絶対にあった方が良い」から「あった方が良い」に、また「あった方が良い」から「廃

止した方が良い」に意見を変えた回答者は、態度を変えたとした。	
 
98	
 参加者の発言からの引用はすべて、文法的誤りを訂正し間投詞を省略するなど、意味が変わらない

ように校正してある。	
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 事前調査 
 
事後調査 

絶対にあ
った方が
良い 

あった方
が良い 

どちらと
も言えな
い 

廃止した方
が良い 

絶対に廃止
した方が良
い 

合計 

絶対にあ
った方が
良い 

８ ２ ０ ０ ０ 10 

あった方
が良い 

５ ８ ５ ２ ０ 20 

どちらと
も言えな
い 

０ １ ９ ０ ０ 10 

廃止した
方が良い 

０ ２ ２ ４ ０ ８ 

絶対に廃
止した方
が良い 

０ ０ ０ １ １ ２ 

合計 13 13 16 ７ １ 50 
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奪うことはならないという原則は守り続けていたが、グループ討議の中で、犠牲者
の家族に同情して死刑を受け入れそうになる場面が数回あったことを認めていた。 
 
死刑存置の意見を強固に変えなかった別の参加者は、調査後のインタビューで審

議後には自分の意見にさらに確信を持つようになったと答えた。彼は、その理由と
して、無期懲役の囚人が仮釈放される可能性があることがわかったため、こうした
状況では死刑は廃止すべきでないと感じたからだと説明した。死刑を支持する意見
は確固としているように思われるが、彼は、同じインタビューの中で、もし仮釈放
のない無期懲役が導入されたら、将来的には廃止を支持するだろうと答えている。
彼にとっては、殺人犯に対する刑罰で最も重要な点は、犯罪者が仮釈放の無い無期
懲役によって自分の犯した犯罪の重大さを反省することにある。換言すれば、彼が
死刑を支持するのは「死」自体が重要なのではなく、ほかに適当な選択肢が無いこ
とによるものなのである。 
 
意見が確定しないままであった参加者の一人（調査Ⅲの前後の調査でも「どちら

とも言えない」を選択）は、調査後のインタビューにおいて、存置派と廃止派の間
で意見が揺れ最も矛盾した意見を述べていた。存置派の視点で、彼女は「犠牲者の
家族」が死刑存置の理由だとしたものの、「犠牲者の家族が望むことは、犯罪者が
法の下で最も厳しい罰則によって罰せられることであって、死によるものではない
のかもしれない」と述べ、死刑に関して疑問を持っていることも表明した。同様に、
彼女は犯罪者が自分の犯した犯罪に対して、死刑執行によるもう一つの死で解決す
るのではなく、生きることによって後悔するよう促すことが重要だと述べた。しか
し一方で、自らの命を断念せずして本当に償えるのかどうかに関して疑問を示し、
前述の彼女自身の見方と矛盾する見方を述べた。この参加者は、「死刑を執行する
ように命じられた看守の苦悩について初めて知ったが、この情報がきっかけで廃止
の方に意見が変わった」とも述べている。 
 
上述の３人の例では、調査Ⅲの前後で意見を変えなかった参加者を取り上げた。

次の例は、調査前は「どちらとも言えない」と回答したが、調査後には死刑は「あ
った方が良い」に意見を変えた参加者である。この意見の変化は、存置の方向に意
見を変える要因となることが審議中に起きたことによるものと考えることができよ
う。しかし、調査後のインタビューでは、前述の３人と似たような心理状態であっ
たことが浮かび上がった。「どちらとも言えない」から「あった方が良い」に意見
が変わったことについて尋ねたところ、「まだ自分の結論に躊躇している」と述べ
たが、それでもなお、今の自分の意見は「被害者の家族への敬意」を考えると消去
的な存置派であると主張した。また、インタビューの最後の段階で、「あった方が
良い」に調査後に意見を変えた理由として、「死刑は一般国民にとっての最も重い
刑罰の象徴として存置すべきだという結論にいたったからである。しかし、死刑執
行は止めて、仮釈放なしの無期懲役を導入するべきである」と述べた。この言葉か
らは、彼女が死刑執行を望んでいないこと、それと同時に、迷いがあるものの、法
の下に死刑制度の存在することが、将来の犯罪者に対して抑止力となるだろうと信
じていることが分かる。 
 
調査後に実施したインタビューの結果は、グループ討議に関して司会が抱いた印

象に呼応するものである。司会の一人は、より多くの情報と異なる見方に触れるこ
とで、参加者は調査前の自分の当初の意見に対して確信が持てなくなり、2回目の
グループ討議では自分の意見を明確に主張することができなくなったと述べていた。
明らかな例は、グループ討議の中で、日本人はなぜ死刑を支持するのかという疑念
が呈され、「日本には死刑があるから、死刑を望むのだ」と述べたある参加者の言
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葉に見られる。別の司会は、グループ討議中の雰囲気が、最初の討議では意見が
「対立」していたのが「中立」的な方向に変化し、例えば、「あなたの意見は、私
の意見とは違っているけど、あなたの意味することは理解できる」というようにな
った、と述べた。 
 
存置と廃止の２つの意見は、スペクトラムの両端にあたるものである。しかしイ

ンタビューの質的分析から、参加者は複雑で矛盾する意見を抱いており、廃止か存
置かの間を行き来していることが読み取れた。審議の前には見られなかった矛盾す
る微妙な態度は、情報提供と対話の機会によるものと考えられる。存置派と廃止派
の両方の見方を包括する態度は、他の人の意見を受容し理解している表れであると
解釈できよう。しかし、これは上述の量的分析の信頼性を真っ向から損なうもので
はない。質的データには、参加者が主張し続けた結論、あるいは意見を変えたこと
の背景で何が起きたのかその全容がはっきりと表れている。事前調査では死刑に対
する意見を５段階で答えることは容易な課題であったかもしれないが、事後調査で
はより複雑で曖昧な課題となり、参加者に提示された５段階の選択肢は適切なもの
ではなくなったと言っても間違いないであろう。 
 
グループ討議、専門家による講演、調査後のインタビューを含む一連の審議の過

程で繰り返し議論されたのは、被害者の家族のために死刑を存置する必要があると
いう意見である。この議論は、存置派だけでなく、一部の廃止派にも理解できる意
見として受け入れられていた。死刑を支持する最も一般的な理由は、調査前も調査
後も「被害者の家族の気持ち」であった。 
 
グループ討議では、参加者が討議するテーマに関して特に事前に用意されてはい

なかった。そうした状況で、参加者は、死刑事件における被害者の家族への配慮不
足についてかなりの時間をかけて議論していた。グループ討議の記録を見ると、参
加者が被害者家族の視点に重点を置く一方で、犯罪者やその家族への配慮はまった
くないことがわかる99。参加者は犯罪者を「他人」と見なし、被害者を「私たち」の
一人と捉えており、「常軌を逸脱した他人」は「私たちと同じようになるまで、社
会化、社会復帰、治療の必要がある」（Young 1999: 5)、または死刑執行が必要であ
る、と考えているように見受けられる。 
 
他方で、 多くの参加者が、刑事裁判に関して正しく理解していなかったことが明

らかになった。判決における被害者の役割についてはっきりとした知識がなく、
「被告人」と「犯罪者」の区別を理解していなかった。グループ討議と調査後のイ
ンタビューにおける参加者の発言を分析した結果からは、刑事裁判は「被告人」と
「被害者」が争う戦場であるかのように考えていることが明らかになった。また参
加者は、「犯罪者の権利」という言葉は理解できないとして、現行の刑事司法制度
の下では「被害者の権利」が侵害されていると感じていた。「被告人には弁護士が
つくのに、被害者には弁護士がつかないのはおかしい」と発言する参加者もいた。
裁判とは、「被害者が正義を勝ち取る場」という意識が強く、また「正義」は被告
人が有罪になることにかかっているという認識であった。参加者は、裁判を有罪無
罪を裁く場、あるいは犯罪に対して判事が規範的な宣告を行う場としては考えてい
なかったのである。 
 
 

                                                        
99 討議中、唯一１人の参加者が、他の参加者に犯罪者の家族の立場になってみるように促した。	
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結論  
 
 本報告書の第２部では二つの結論が浮かび上がる。一つは、内閣府世論調査の結
果は、日本における死刑への支持の高さを表しているが、細心の注意を払って解釈
する必要があることである。もう一つは、死刑に対する国民の支持については、多
面的な側面があることである。先述の三つの調査（調査Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）の結果は、日
本国民のかなりの割合が死刑について確固たる意見を持っていないこと、死刑に対
して強い支持を表明している人でさえも、新しい情報を得ることで自分の意見を変
えることが明らかになった。従って、日本では存置派と廃止派の意見の相違は、一
般に想像されているよりも微妙な違いなのである。日本の政府は、内閣府世論調査
で引き出した世論の表面的な意見だけでなく、その真意を見る必要がある。調査に
よる結果を社会指標として活用することは、民主主義社会において政府が国民の意
見を知るために重要である。しかし、日本政府と司法が、世論を頼りに死刑存置を
正当化し続けようとするのであれば、調査の結果が有効な証拠となるものでなけれ
ばならない。同様に、死刑存置の理由に死刑の「抑止力」を論じ続けるのであれば、
この問題に関して理論的な信条と国民の感に頼り続けるのではなく、学術的な独自
の調査研究を実施すべきであろう。 
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The Death Penalty Projectについて 
 
 
	
 The Death Penalty Projectは、20年以上にわたり死刑に直面している者の人権を守
る活動を行っている。本プロジェクトは、死刑が法的強制力のある刑罰として定め

られている全領域を活動範囲としているが、とりわけロンドンの枢密院司法委員会

に上訴することのできる国、特にカリブ、アフリア、アジアに位置する英連邦の

国々を主な活動対象としている。 
 
	
 本プロジェクトは、国際最低基準に則して死刑適応の制限の推進、人権基準及び

刑法の擁護と促進、死刑に直面している個人に対して無料で効果的な弁護の提供、

死刑問題に関する認知度を高めることで死刑制度に関わる主な関係者とより深い熟

議を推進することを主な目的としている。 
 
	
 男女に対する無料弁護の提供は、多数の誤審の発見及び訂正、公正な裁判の最低

保証の推進、国内法違反の確率に欠かせないものとなっている。本プロジェクトは

また、死刑囚の代理として国際人権基準の違反を訴えるために、国連人権委員会、

米州人権委員会、米州人権裁判所に数多くの申し立てをしてきた。 
 
	
 本プロジェクトの関わった事件の中で、カリブにおける死刑適用の制限に大きく

貢献した重要事件は、 Pratt & Morgan 対ジャマイカ事件 [1994] 2 AC 1、Lewis対ジャ
マイカ事件  [2001] 2 AC 50、Reyes対イギリス事件[2002] 2 AC 235、 イギリス対
Hughes 事件[2002] 2 AC 259、 Fox対イギリス事件 [2002] 2 AC 284 、Bowe & Davis対
イギリス事件 [2006] 1 WLR 1623が挙げられる。その他の重要事件は、Mutiso 対ケ
ニア共和国事件（Mombasaでの控訴裁判所の判決、 2010年７月３０日 、ケニア共
和国において殺人に対する絶対刑として死刑の廃止)、ウガンダ共和国 対 Kigula et al.
事件（ウガンダ最高裁の判決、21st January 2009年１月 21日、ウガンダ共和国にお
いて絶対刑として死刑と死刑囚の長い拘禁 の廃止）、Kafantayeni et al. 対 マラウイ
共和国事件（46 ILM 564 (2007) 、マラウイ共和国において絶対刑として死刑の廃
止）、Boyce et al. 対 バルバドス事件（米州人権裁判所の判決、2007年 11月 20日、 
保留条項、絶対刑として死刑、刑務所の状態が米州人権条約に違反)、Cadogan対 バ
ルバドス事件（米州人権裁判所の判決、 2009年 9月 24日、絶対刑として死刑、及
び精神医学的証拠の欠如が米州人権条約に違反)が挙げられる。 
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要旨 
 
 
 本報告書は、日本の死刑制度に関して二つの観点から考察する。一つ目は、国際
人権法で守られている人権の基本原則に基づいた、死刑制度に関する原理論的なア
プローチであり、二つ目は国民の多くが死刑を支持していることが死刑廃止の障害
となっている、という議論について批判的に分析するものである。        
 
 本報告書の第１部では、日本が 1979年に批准した市民的及び政治的権利に関する
国際規約（自由権規約)及び 1984年国連で採択された死刑に直面する者の権利の保
護を保障するセーフガードの下での日本の義務と、日本における法律及び実務の間
に顕在する乖離に焦点を当てる。改革に向けて下記のような多くの提言を行ってい
る。 
 

• 殺害の故意を伴わない犯罪を死刑適用の対象から除外する。 
• 代用監獄制度を廃止し、公判前の拘禁に効果的な司法的統制を行う制度を導
入するとともに、その期間を大幅に短縮する。 

• 事実審及び上訴審における手続的保障を強化する。 
• 死刑を言い渡されたすべての者に、再審請求段階を含むすべての段階で法的
援助を提供することを含め、効果的かつ強制的な上訴の権利を与える。 

• 公正かつ機能的な恩赦手続きへの全面的なアクセスを提供する。 
• 再審又は恩赦の請求手続が係属中の事案は、死刑を執行しない。 
• 死刑確定者の拘禁環境及び処遇を改善する。 

 
 
 本報告書の第２部では、内閣府の世論調査に見られる死刑に対する「国民の強い
支持」と、より精緻な世論調査を行うことによって浮かび上がる死刑制度に関する
国民のより複雑な感覚との間の相違点について明らかにする。そこでは下記の点が
議論されている。 
 

• 内閣府世論調査は、方法論的に深刻な問題がある。従って政府は内閣府の世
論調査で明らかにされた世論が、表層的な意見であることを認識するべきで
ある。 

• 三つの独自の調査によって明らかになったことは、日本国民の相当数が死刑
制度に関して揺らぎのない、あるいは確固とした意見を保持しているわけで
はない。 

• 死刑存置を強く支持する者は、新たな情報を提供されることで、死刑制度に
対する意見を変える場合が多い。 

• 死刑制度とその抑止力について、その効果を信じる世論を鵜呑みにするので
はなく独自の学術的な調査が必要である。 

 
 要するところ、本報告書は、日本政府及び司法が死刑制度の完全廃止に先立ち、
現状の問題点について早急に改善する必要があることを示している。 
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　本報告書は、日本の死刑制度に関して二つの観点から考察する。一つ目は、国際人権法で守られている
人権の基本原則に基づいた、死刑制度に関する原理論的なアプローチであり、二つ目は国民の多くが死刑
を支持していることが死刑廃止の障害となっている、という議論について批判的に分析するものである。

　本報告書の第１部では、日本が1979年に批准した市民的及び政治的権利に関する国際規約（自由権規約)
及び1984年国連で採択された死刑に直面する者の権利の保護を保障するセーフガードの下での日本の義務
と、日本における法律及び実務の間に顕在する乖離に焦点を当てる。改革に向けて下記のような多くの提
言を行っている。

　本報告書の第２部では、内閣府の世論調査に見られる死刑に対する「国民の強い支持」と、より精緻な
世論調査を行うことによって明らかにされた死刑制度に関する国民のより複雑な感覚との間の相違点につ
いて明らかにする。そこでは下記の点が議論されている。

　要するところ、本報告書は、日本政府及び司法が死刑制度の完全廃止に先立ち、現状の問題点について
早急に改善する必要があることを示している。




